
公務災害医療の請求・支払のフローチャート（令和 7年 4月以降） 

 

 

 

 

従来との違いは、下図をご参照ください。 

１．令和 7年 4月診療分以降の場合 

 

 

 

 

２．従来の場合 

 

 

 

 

（様式第 6 号） 

（様式第 5 号） 

①患者が医療機関を受診。その後、患者は医療機関が交付する「診断書」及
び「公務災害認定請求書」等の書類を、県地方公務員災害補償基金（以下、
県）へ提出する。

②患者が「療養の給付請求書（様式第５号）」の記載（この時点で認定番号

及び請求年月日欄は空欄でよい）を行い、医療機関に預ける。

③県が公務災害認定後、患者又は患者の職場の長から認定番号を医療機関へ

連絡する。

④医療機関が「療養の給付請求書（様式第５号）」及び「診療報酬請求書」、
「レセプト」を完成し、県へ提出する。（各月分を翌月６日まで）

⑤県の審査後、診療費が支払われる。（請求月の翌月10日）

図 令和 7年 4月診療分以降の請求方法の流れ 
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